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情報通信事業と金融情報ネットワーク
波及効果と規制緩和策をめぐって

1. まえがき

情報通信媒体の大容量化，多様化と電子装置

の低コスト化，高信頼化は，情報通信 (Data

Communication : 以下 DCと呼ぶ）や情報処理

の分野での事業拡大に多大な影響を与えている。

更に，日本電信電話公社の民営化，その後の1985

年に実施された電気通信事業法の改正は，いわ

ゆる新電電グループの新規参入と， DC事業そ

のものの拡大という新局面を開いている鸞

経済構造調整下の各企業の基本的戦略として，

DC分野，ニューセラミックス，生物工学など

の，いわゆるハイテク産業への展開がはかられ

ていることはよく知られている2)。しかしなが

ら， DC分野での事業拡大が産業連関的な意味

でどのような波及効果をもつものか， DC事業

化のその需要との整合性とのからみで，政府に

よる規制策の意義づけなど，低成長下の新戦略

や地域経済への影響との関係で深められるべき

課題が残されている。

本論文では DC事業が他の分野の企業活動へ

与える影響分析を計量的に行なうための準備と

して，当面展開の著しい金融情報システムを対

象とした定性的分析を行ない，今後のモデル化

への手がかりとしている。特に， DC事業と金融

業に共通している，いわゆる政府による規制の

評価については本質的な問題と考えられるので，
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日米でのあり方の違いを比較する中から，主た

る要因の整理を行なっている。これは， DC事業

が必ずしも単独な産業分野として語られるので

はなく，金融自由化など他の分野への規制策と

しても働らき，逆の作用も少なからずあるとい

う現状認識を基本としている。

以下， 2.では DC事業の現状を規制緩和政策

との関連で整理し，他の産業分野への影響を概

括する。 3.では金融業の DC化展開の日米の現

状を分析する中から， DC事業との連関要因を

整理している。 4.では，これらの現状を踏まえ

た上で，今後の日本での金融情報ネットワーク

を展望すると同時に，金融ネットワーク構成に

ついて規制策との関連で問題とされる点（モデ

ル化で考慮すべき点）を整理している。

2. 情報通信事業の現状と規制緩和策

以下では DC事業における現状と，事業への

新規参入など規制緩和策の前後における DC事

業分野での特徴点，および他産業分野への波及

効果の概要の分析を行なう。

2. 1. 事業の現状と特徴点

日本の DC事業の自由化は米国より 10年遅れ

ていると言われ， 1985年 4月の電気通信事業法

の改正までは，事実上，現在の NTT(日本電信

電話会社）によって事業整備が行なわれてきた。
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本来，電気通信事業は市内回線や宅内機器，設

備に多大な投資を必要とするため，公益性や事

業体の維持の上から公企業の形態が取られて，

市内・市外回線，データ通信の各分野の損益補

充の方法が基本となっていた”。これに対し，最

近，民間活力の導入の政策が取られ， NTTの設

備を利用しての DC事業の開始や，光ファイバ

網，衛星通信回線を利用しての新規参入が行な

われたり計画されている。

表 1には日本における通信回線提供の現状を，

表 2には日米における DC事業の概要を示して

いる。また表 3には NTT回線サービスの内容

表 1 (a) 国内データ通信システム数の推移

年度 末 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 

自営システム 1429 1999 2689 3403 4598 5807 7095 7951 8384 

NTTシステム 50 58 60 65 70 72 76 83 84 

合 計 1479 2057 2749 3468 4668 5879 7171 8034 8468 

表 1 (b) 国内自営システムの業種別設置状況 (1983年度）

業種 l製造・建設l商業 1金融業1証券業l保険業l運輸業1電気・ガス 1通信・出版サービス 1情報処理1その他

システム数I1319 I 669 I 399 I 19 I 44 I 88 20 

比率 (%)1 38.8 I 19.7 I 11.7 I 0.6 I 1.3 I 2.6 I o.6 

151 

4.4 巴6.2 14.1 

表 2(a) AT&T以外の地上回線による長距離通信（市外回線）事業者およびAT&T,MCI, GTEの

営業収入比率

会社名 サービス名 サービス開始年 収入（千ドル） サービス提供都市数 加入者総数

MCI エグゼキュネット 1975 506,352 100 750,000 

スプリント V 1978 135 
GTE 161,000 200,000 

スプリント LTD 1979 135 

ITT/USTS シティーコール 1979 不明 107 50,000 

WU  メトロフォン 1980 7,000 79 11,000 

メッセージサービス 1982 
SBS 

不明 不明 不明

スカイライン 1982 不明 20 不明

TDX ェコノコール 不明 不明 3 不明

注）市内回線については， AT&Tから分離独立した 7地域22社の BOCにより独占的に運用されてい

る。

年度
1978 1979 1980 

企業

AT&T 99.3% 99.0% 98.5% 

MCI 0.5% 0.6% 0.9% 

GTE 0.2% 0.4% 0.6% 

3社の合計収入
20,915 23,610 26,520 

（単位は百万ドル）

注） 3社の営業収入比率を示している（合計は100%)

出所：電気通信総合研究所資料
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1981 1982 1983 

97.6% 95.8% 93.5% 

1.6% 3.1% 4.5% 

0.8% 1.1% 2.0% 

30,926 34,722 36,934 
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表 2 (b) 日本の電気通信業者

社名 資本金（億円） 加入回線数（万）

NTT 7,800 4,632 

第二電電 80 70 

日本テレコム 90 40 

日本高速通信 83 40 

表 3 NTT一般専用品目の整備と新サービス (1

部省略）

旧 新

帯

域

品

目

D-1 

D-3 

D-10 

D-5 

D-7 

D-9 

D-13 

D 1-S 

I-1 

I-2 

I-3 

J-1 
J-2 

品
目
伝
送
サ
ー
ビ
ス

符
号
一
高
速
デ
イ
ジ
タ
ル

3.4KHz一D-1 3.4KHz 

販売停止

>D-1 S 3.4KHz(S) 

48KHz > I 48 KHz 

｝販売停止

210KHz > J 240 KHz 

販売停止

同一内容

な し

64 Kbps 

192 Kbps 

384 Kbps 

768 Kbps 

1.5Mbps 

6 Mbps 

供給量を増大させ，米国並みに近づいているこ

とが指摘できるであろう。

第 2点目は提供回線の多様化である。 5年前

までは NTTの提供する回線種別は帯城品目，

符号品目，に限られ，ユーザに対しては D-1回

線が最も手近な種別であった。これに対し，今

日では高速ディジタル伝送サービスが追加され，

しかも大容量ほど割安となるため（従来比で，

1/10'"'-'1/20), いわゆるリセール(resale: 再販）

業者が成立する背景ともなっている。また，国

際的な標準化の勧告を受けて INS (Informa-

tion Network System)に見られるような，個

人向けの回線サービスも充実されており，近い

将来，コンピュータ端末のインターフェイスも

電気器具のコンセント並みになることが見込ま

れている。ただし，今後の情報通信の主流をな

すと思われるパケット交換サービスについては，

米国がかなりの進度を見せているのに対し，日

本では回線交換サービスに比べ少ない割合を占

めている。これは，米国の通信網がもともと国

防総省による軍事的利用により拡充，発展して

きたのに対し，日本では大きな民間企業の自社

内ネットワークが主流であったことを反映して

を示している。これらから以下の点が指摘でき

る。

まず第 1は企業体の大きさと分布について，

日本は事実上 NTTが圧倒的な力を維持してい

るのに対し，米国では分布にかなりのバラッキ

が見られ，新規参入が容易となっている点であ

る。これは，資産，従業員数，業績のいずれに

ついても言え， DC事業自由化の10年間のズレ

以上のものが見られる。自由化と規制策の評価

については後述するが，技術的に見る限り，

NTTの行う巨大な設備投資が，通信回線の総

いる。

特徴の第 3点目は研究開発体制のあり方が，

NTTを中心として，大手電気メーカー（いわゆ

る旧電々ファミリー）が協同してあたる体制と

なっている点である。米国では企業分割に伴な

ぃ，研究機関も独立化されたが，日本において

はディジタル通信技術をはじめ， LSI製造技術

に至るまで NTTの技術開発力に支えられてい

る面が大きい。通信技術の革新には現在での試

験結果が必須である点を考慮すると，日本での

あり方は当然とも考えられる。しかし，米国で

はかつての AT&Tがこのような姿であったこ
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とを契機として分割論がおこり， AT&Tが市

内回線の直接的運営から分離されたのち，研究

体制の維持継続が認められたことを考えると，

必ずしも国際的に共通する事柄ではない。

2.2. 通信プロトコルの標準化と DCサービス

DC事業のハードウェア面での拡充とともに，

今日の社会的利用の拡大を見る場合に見逃して

ならないものに通信の際の規約（プロトコル：

protocol)の標準化の動向がある。具体的には図

1に示す OSI(Open System Interface)に従う

か，あるいは準拠したプロトコルの採用が，徐々

にではあるが進んでいることである 4)。OSIの

全レイヤーをカバーするためには，各システム

第 54巻第 1・2号

の応用ソフトウェア間に相当程度の共通性が必

要となるために，現実的には同系統の OS(オペ

レーティングシステム）を採用している必要が

あり， UNIX系の OS(BSD版）や， Xerox社

のSystem2000プロトコルである XNSが具体

的に用いられている。

このように密な通信を行うためのプロトコル

の標準化の一方で，もっと低位レイヤーのみに

注目した標準化は技術分部では行き渡りつつあ

ると言える。その第 1がデータリンクレベルま

での標準化であり，ほぼ HDLC (High-level 

Data Link Control)に従って伝送手順が用い

られている。金融関係の伝送プロトコルとして

応 用 層
ファイル転送、仮想端末アクセス

ヽヽ

I' ’ 
応 用 層

プレゼンテー データ表現形式の制御 プレゼンテー
I~ ヽ

｀ 
ア

ション層 ション層

セション層 .J 
通信単位の確立の制御

‘ セション層

｀ 
ア

トランス データ転送制御 ト ラ ン ス
lヽ ヽ

ヽ ’ ポート層 ポート層

データ データ

ネットワーク 伝送制御 ネットワーク 伝送制御 ネットワーク
ヽ ヽ~ 1_, ヽ

’‘ ＇ " 
， 

層 層 層

フレーム フレーム

データリンク 伝送制御 データリンク 伝送制御 ヽ
データリンク

J ヽ~ ヽ

｀ 
’ ｀ 

,. 
層 層 層

電気・物理 電気・物理

物 理 層
I~ 制御

‘ 物 理 層
I 、 制御

ヽ~ 物 理 層

｀ 
’ 

｀ 
’ 

終端システム 中継システム 終端システム

図 1 OSIプロトコル
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日本では全日本銀行協会連合会プロトコルが知

られている。

その第 2は ISDN(Integrated System for 

Digital Network : サービス統合ディジタル

網）に関する標準化およびサービスの拡充であ

る5)。ISDNとは，現在独自にネットワークが形

成されている音声系，データ系，画像（ファッ

クス）系のサービスを，統合的に伝送するディ

ジタル回線網を形成することを意味する。日本

の場合， NTTにより INSネットとして計画が

スタートしたが，その後 CCITTの勧告に従っ

た形で宅内への回線網拡充に力を入れるに至っ

ている。図 2には INSネットのサービス内容の

概略を示しているが，メタル系ないしは光ファ

イバ系の回線が企業や家庭の内部にまで伸びる

ことになり，全国的な DCサービス網の基盤が

できつつあると言えよう。今後， ISDNに準拠し

た宅内機器が日本の電気メーカーから生産，販

売されると予想され，マルチメディア通信の量

的拡大が一層進むと言えよう。

ディジタル網

ISDNの一般概念

ネットワーク

ユーザ網 ~i$日[

□
 

-

>

 

(a) ISDNの概念

INSネット64
X タリックケーブル

Bch (64kbps) 

Bch (64kbps) 

Dch (16kbps) 

バス配線

光ファイバ

BchX23 

DchX23 

B ch: 回線交換タイプ， Dch:パケット交換タイプ

DSU: 回線終端装置

(b) INSネットのサービス

図 2 ISDNとINSネット
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2.3. 金融業におけるプロトコル

DC分野でのプロトコル標準化と並んで，各

業界独自のプロトコルが確立されつつある。金

融業では早期（昭和40年ごろ）から，いわゆる

手処理（マニュアル処理）の分野での書式，様

式の統一化がはかられ，ビジネスプロトコルと

して整備されてきている。その主な項目として

は以下のものがある6)7)0

(1) 手形交換業務における小切手，手形の用

紙，様式，クリアバンドヘの MICR表示。

(2)為替業務におけるテレ・文書為替の様式。

(3) 代理業務における債務，利札の様式，株式

配当領収証の様式，振込依頼書，地方債納入書

の様式など。

(4)磁気テープ交換については，預金口座振替

書，給与振込，振込入金通知，総合振込，入れ

金明細書などの磁気テープフォーマット。

(5)金融機関コードについては，金融機関と店

番，手形交換所の番号。

これらのうち，磁気テープ交換のプロトコル

については重要であり，ネットワーク形成の拡

大に伴なって，順次オンラインデータ交換手順

としてファームバンキングなどにも用いられて

いる。

ビジネスプロトコルは，当然，それを磁気的，

電子的な情報として蓄積したり，送受信したり

する場合にもそのままの形態で生かされる。金

融機関コードについては銀行の自行内あるいは

他行間の情報伝送に役立っている。このように

銀行業界のビジネスプロトコルは，ほぼ定着化

の方向にあるが，現在問題となってきている点

は，共同 CMS(Cash Management Service)を

契機とした他業界とのプロトコルの統一化があ

げられる。ファームバンキングや卸売業界ネッ

トワークとの相互乗り入れが具体化すれば，金

第 54 巻第 1• 2号

融機関コードだけでなく企業コードをすべての

産業分野について持つ必要が出てくる。また，

データ伝送プロトコルについても，ほぼ同様で

あるとは言っても，業界によって微妙に異なっ

ており，標準化を行なうことには多大な費用と

時間が必要と思われる。現在では，この点に関

しては業界内のプロトコル標準化に力を入れる

べきであって，他業界のプロトコルについては

そのまま透過されること（トランスピアレンシ

ィ： transparency)が基本とすべきだという見

解もある。

米国においてはコードとしてほとんど

ASCIIコードが用いられ，伝送プロトコルも

IBMプロトコルに従がう形に統一されている

ことから，容易にネットワーク拡充が可能な環

境がととのっている。国際的な DC業界のプロ

トコル標準化案も圧倒的に米国優位にあり，日

本においてもプロトコル標準化の必要性の認識

を高める必要があると言えよう。

2. 4. 情報通信事業の自由化（日米の比較）

DC事業の規制緩和が本格的に開始されたの

は，米国では1971年第 1次コンピュータ調査裁

定以降，日本では1985年 4月の電気通信事業法

の改正からである。この規制緩和の内容は，大

きく分けて，電気通信事業そのものを創業する

いわゆる新規参入と， NTTなどの通信設備を

所有する企業から回線を借り受け，これを利用

して DCサービスを行なう場合とがある。この

区分の概略を表 4に示す。

規制緩和のあり方について，日米の政府のや

り方の違いや，市場形成の実態について，現在

まで種々の議論がなされている。その主張点は，

論ずる者の立場により当然異なっているが，共

通的に言われていることは日米の政府の産業政

策のあり方と，市場の効率的形成と安定的成長
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表 4 (a) 情報通信サービスの分類

伝 送 伝送／交換

パケット交換

専用線
回線交換

サービス

サービス
サービス メッセージ交換

サービス

（ 基＊サー}--''ス

（規制分野）

表 4 (b) 情報処理業者の分類

回線設備 制度上の分類
サービス ネットワ ネットワーク

対象 ーク規模種 類

第一種
不特定

多数 大規模 公衆網サービス

自ら所有
事業者

特定多数

適用除外 一者・構内 小規模 LAN 

特別第二種

事 業
不特定 大規模 大規模 VAN

多数

小規模 一般 VAN

一般第二種
大規模

パソコン通信
他から

事 業 特定多数 ゲートウェイ
借 用 小規模 サービス

適用除外 不特定
大規模

ビデオテックス

第二種 多数 オンライン

事 業 特定多数
小規模

情報サービス

とのどちらを選択するかの方策の違いがある。

ここでは DC事業自由化について論ずることが

目的ではないので，金融情報の分野でのネット

ワーク形成，あるいは自由化と関連すると思わ

れることがらについて，特徴点を整理する。

(1) 市場の安定性と効率性

米国では DC分野に限らず金融，電力，航空機

製造など大きな産業分野でも新規参入や事業内

容の規制緩和がはかられている。その経済理論

的な根拠として市場における contestability

（参入可能性）， economyof scope (多角経営

による経済性）などが定式化され，政策決定の

理論的概念としても用いられている8)。しかし，

付加価値 情報検索 情報処理

メッセージ蓄積
データベース

サービス

（メールボックス）
サービス

データ処理

コード／プロトコル ビデオテックス サービス

変換サービス サービス

高 ム月ヒヒ

（自由競争分野）

米国における評価を見ても，新規参入の垣根を

低くすることが必ずしも産業の活性化を生むと

いう考え方ではなく，市場での需要の絶対量や

その種類に応じてサービスを多様化することに

より，効率性を向上させることに主眼があると

言える。これは，米国の DC事業においても言

ぇ，新規参入が盛んな一方で，不採算企業の倒

産も相次いでおり，大きな産業分野である程，

企業活動に必要な最低規模といったものが大き

な要因となる。

これに対して日本での政策は，自由化後も事

実上，郵政省の規制策が取られ，特別第 2種電

気通信事業は認可制であり，いわゆる新電電グ

ループは少数に絞られていることからもわかる

（衛星回線を利用した新規参入は延期された）。

一方， NTTの経営能力はほぽ維持されたまま

となっており，その需給調整による市場の安定

性確保および，許可制という一種の産業政策を

通じてこれを行使していることになる丸

(2)料金体系， リセール

DC事業においては，本来的に料金とコスト

の不一致という問題を含んでいる。これは多額

の投資を要する市内回線設備の赤字を，大容量

化，高機能化によって設備投資の効率化が期待

できる市外回線の料金でカバーする必要性から

生じている。そのため市外通話市場に新規参入
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するのが通例となり，日本では NTT,米国では

BOCなどの企業のもつ市内回線を利用する料

金（アクセスチャージ）の問題や，いわゆるク

リームスキミング (creamskimming) による

利潤低下の問題をはらんでいる。現在のところ，

日本でもある都市間では必ずしも新電電の料金

が安くないなど， NTTの設備や料金体系に大

きく依存している面はあるが，今後は確実に回

線供給量は増大していくと思われる。

この場合， NTTから回線のみを借り受け再

販を行なう，いわゆるリセール業者の活動が注

目されている。回線のリセールによりリセール

業者の利潤も計量的な解析が必要であろうが，

他業界への影響という観点からは，むしろ各分

野の企業が，このことによりネットワーク拡充

の意欲をどの程度示したかが問題となろう。

大手企業における NTT専用回線利用と自営

INSネットないしはリセール業者回線を利用

した場合とのコスト差は，約1/2,...___,2/3と見られ

ている。

第 54巻第 1・2号

この例より分かるように，回線コストの低下

ははかられているが，これも自社内ネットワー

クのコスト負担を軽減することが当面の目的と

され，拡充については，いまだに慎重のようで

ある。新電電の進出によって 6千億円の利潤移

動があると言われる中で，総体として見れば，

DCサービスの多様化と低コスト化が推進され

ているという効果をもっていると言える。

(3) 共同 CMS,共同 VAN

金融清報ネットワークの形成にとって，自社

内ネットワークの形成と並んでもう一つの重要

な課題が共用 CMSの形成である。これは，後述

する決済（ペイメント： payment) システムの

構築には必須の条件であり，金融業の内外を含

めた資金，決済の流れに大きな影響を与えるも

のである。共同 CMSについては，米国では完全

な自由市場となっており，更に，銀行の CD事業

部門は伝統的に別の第 3者の会社により運営さ

れているという事情もあり，ペイメントシステ

ムをはじめ，金融業に限らず種々の VANが形

表 5 大蔵省銀行局口頭事務連格

「金融機関の関連会社が電気通信事業を行うことについて」

1. 周辺業務を行う関連会社が電気通信事業法第 的とせずに行う場合には，郵政省への届出は必

21条第 2項の一般第二種電気通信事業を行うこ 要がない。

とを認める。 （注） 「営利を目的とせず」とは，当該関連会

但し，当該電気通信事業は，主として金融機 社の定める料金，提供条件等から媒介役

関の業務及び資金，経理に関連したものとする 務について収益をあげることを目的とし

こととする。

（注）①「資金，経理に関連したもの」とは，受・

発注業務，売掛・買掛債権管理業務等資

金決済に関するもののほか，会計，税務，

資金運用等に関するデータ処理などが考

えられる。

② 「主として」とは，おおむね 5割以上を

いう。

2. 関連会社が上記の業務を行う場合には，当該

関連会社が電気通信事業法第22条第 1項による

郵政省への届出を行うことは差し支えない。

但し，関連会社が他人の通信を媒介する役務

（以下「媒介役務」という。）の提供を営利を目

ていないことが明白な場合をいう。

例えば，共同出資の関連会社が，出資

金融機関のみを対象として媒介役務を提

供する場合が考えられる。

なお， 100%出資の関連会社は，設立趣

旨からみて原則として営利を目的として

行うことはないと考えられるので念のた

め申し添える。 ｀ 

3. 関連会社が電気通信事業を行う場合又は当該

事業内容の変更，追加を行う場合には，あらか

じめ書面により業務内容，金融機関業務との関

係，ネットワークの状況等について，当局に届

出るものとする。
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成されている。

これに対し，日本の場合には，自社内ネット

ワークを基本とした金融CD事業の拡大があっ

たこと（従って，第 3者がCD部門を運用する例

が少ない），銀行など金融機関の行なうネット

ワーク形成についても，改正前の電気通信事業

法においては，内容的にはかなりの進展があっ

たものの，基本的には自社内の情報通信業務を

基本とした考えがあり，これは最近の大蔵省見

解にも示されている所である（表 5)。

そのため，共同 VAN形成の自由化について

の法的解釈についても，若干混乱が生じており，

総体として郵政省の規制の動向を見ながらネッ

トワーク構成が進められているという段階にあ

る。

3. 金融情報システムと情報通信

3. 1. 金融業における情報通信の現状

金融自由化の波が，米国から日本へと進行し

つつある今日，銀行，証券，保険の業際の問題

と同時に，ペイメント・システムや顧客情報サー

ビスなど金融業における DCシステム構築が注

目されつつある 10)。同じ金融情報システムにし

ても，日本と米国では商習慣や自由化（規制）

についての考え方の違いから，かなり異なる部

分もあるが，長期的には金融情報システムは

DC分野に大きく依存してくることになるであ

ろう。

以下では，現在の金融情報システムの状況に

ついて DC技術に依存している部分に注目しな

がら整理し，新たな要因について述べる。

(1) ペイメント・システム

米国の銀行業の統計では，支払手段の約 5割

が現金で残りの約 5割が小切手となっており，

日本では約 9割強が現金であることに比較して，

もともとペイメント・システムが必要とされる

基盤があった。しかし小切手をベースとしてい

るため DC網と密接に結びついたものとは言え

ず，バッチ処理を基本としたものとなっている。

表 6に米国，日本の銀行間支払決済システムの

概要を示している。これらの業務は，銀行間決

済，ユーロダラー決済，小切手の集中交換に大

別され，単にペイメント・システムとしてだけ

表 6 米国，日本におけるペイメントシステム

業 務 発足年次 運営団体 地域 他システムとの接続 件数／日

0連銀預け金振替 CHIPS 

Fed Wire 0国債，政府資金振替 1975 連邦準備制度 米国全土 ACH 20万

0他システムの決済調整 Cash wire 

CHIPS 
0国債金融取引の

1970 
ニューヨーク

ニューヨーク Fed wire 10万
資金決済 手形交換所協会

ACH 
0政府支出金の支払

1972 米国全土 Fed wire 200万
0給振，料金支払

Bank wire 0銀行どうしの資金振 1968 
PATS 

米国全土，
Fed wire 900 

(Cash wire) 替情報交換と実行 (1986停止） カナダの一部

全銀データ通
0資金振替（円建て） 1973 

内国為替
日本全土 120万

信システム 運営機構

外為円決済
0円建て外国為替決済 1980 東京銀行協会 東京 日銀システム 1万

制度
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ではなく，後述する顧客に対する CMSとの接

続など，広義のペイメント・システムヘの拡充

がはかられつつある。

(2). CMS 

米国の CMSは年間400億枚といわれる小切

手の取扱いを合理化し，フロートの期間を短か

くすることを目的として1940年代に開始された。

現在では本来の業務に加え，企業の資金管理（運

用や調達），資金移動のサービスなども加えら

れ，いわゆる金融情報サービスに比重が移りつ

つある。これには日米の金融業の商習慣や体制

のあり方の違いが大きく影響しているが， CMS

がペイメント・ネットワークとも結合されてい

る。

CMSの体制をとっている銀行は，大手銀行

200行程度あり，全米の 3万社程度が利用してい

ると言われている。歴史的にも日本より長い経

験をもち，マルチバンクレポートを提供してい

るなど，完成度の高い事業となっている。その

ため企業側が情報サービスに手数料を支払う体

制も確立しているが，個別企業に対する金融情

報サービスという面では一定の限界があるため，

今後は中小企業を対象とした多様化により新た

な局開をはかり，収益性を伸ばそうとしている。

(3) CD• ATM 

日本の場合には銀行の支店内の事務合理化の

一環として CD•AFTM が把えられているのに

対し，米国では主に支店が配置できていない場

所に，その代行機能を備えることが目的である

と言われている。 ATMの設置台数そのものは，

米国約 6万台，日本約 5万 5千台，月間利用総

件数は米国 3億件，日本約 7千万件となってお

り， 1台あたりの利用率は米国の方が高いこと

がわかる。これは前述した ATMの設置目的の

違いと，賃金支払い方式の違いによるものと分

第 54巻第 1・2号

析されている。

ATMの運用についての日米間の比較で，も

う一つ大きく異なっているのは， ATMネット

ワークの管理主体についてである。米国では

ネットワークは銀行以外の他のネットワーク業

者が行なっているのに対し，日本では銀行の自

行ネットワークの一部として管理している。そ

のため，米国では 7つの全国ネットワークのブ

ロックに分割され，そのそれぞれの中では業態

を問わず利用が可能なのに対し，日本では業態

内ネットワークにとどまっている。また，米国

では第 3者によるネットワーク運用を基盤とし

て，他の業種ネットワークとの結合も追究され

ている。

(4) ホーム・バンキング

ホーム・バンキングの米国での展開の現状か

ら言えることは，その目的が当初からの小切手

支払の電子化，資金移動から一歩進んで，金融

商品の呈示や投資相談，ホームショッピングへ

と多様化していることである。特に金融自由化

のもとで，証券，保険サイドからの情報サービ

スがあること，ネットワークの運営主体の大半

(55行中41行）が外部業者によって行なわれて

いることが，この傾向を強める結果となってい

る。

これに対し日本の場合は，個人の口座情報提

供や限定的な資金移動の手段としてしか用いら

れておらず，米国での多様性とは対照的である。

その DC網についても， NTTのキャプテン・

サービスがほとんどであり，需要の伸びは極め

て低いと言える。

家庭と金融機関がDC網を介して密に結びつ

くという図式は，情報化社会のインフラストラ

クチャーを議論する場合には必ず持ち出される

が，ビデオテックス系のネットワークに共通し
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て言えることは，端末価格の高さ，顧客からの

料金徴収というシステム上の問題がある。従っ

て，米国においても数社のビデオテックス・サー

ビス業者が撤退しているように，提供する情報

がパブリックなものであればある程，ネット

ワーク・サービスとして維持していくことは難

かしいと言えよう。

(5) POS-EFT (バンク POS)

米国では小売店での小切手支払やクレジッ

ト・カード支払の手数料，利子負担を軽減する

ことを目的とした POS-EFT(Point of Sales-

Electronic Fund Transfer)が始まっている。

日本においては法的規制もあって現実には限定

的な実験が行なわれているのみであるが，卸

売・流通業界が本格的な POSの導入を開始し

ていることもあり，将来的には大きな資金移動

の手段となり得るであろう。そのネットワーク

の運用についても，米国ではネットワーク業者

が，日本の場合には，これに加えて銀行の中央

計算機システムと直接接続している場合もある。

しかし問題は他の決済手段（現金，小切手等）

に比べ若干の融通性が欠けること，手数料負担

を伴なうことなど，顧客の利用意欲を引きつけ

る材料に乏しい点がある。また，現状では POS

の主体が卸売・流通に集中し，この中での独自

のペイメント・システムの追求の方が目立って

おり，若干将来的な話題として見られている。

3. 2. 非金融機関による金融情報サーピス

米国においては DC事業への規制緩和がなさ

れた1971年以降，種々の形態での DCサービス

が行なわれてきている。これらは大別して

i)付加価値通信サービス

ii)情報処理サービス

iii) データベース・サービス

に分類される。日本との大きな差異は，これら

DC業者が独立した企業体として金融，医療，企

業内・企業間などの通信を担っていることであ

る。前述したように，日本は自社ネットワーク

の拡充・整備でDCサービスを行なう場合が多

く，また VAN業者への規制も強いため，米国

のような急速な展開は当面見られないであろう。

従って日米の比較も現実的ではないので，以下

では米国の DC業者がどのような金融情報を取

扱かっているかを整理し，その特徴を見ておく。

米国の DC業者のうち金融情報を提供してい

るものは表 7にまとめたとうりである。この中

には AT&TゃIBMのように，電信電話会社や

コンピュータメーカーという技術的，ハード

ウェア的な立脚点から出発しているものもある

が，多くはこれらハードウェアを利用し金融情

報を提供する企業体として設立されたものであ

る。そのサービスする内容については，基本的

には銀行などの金融機関が行なう金融情報サー

ビスを完全に代行するものとなっている。即ち，

自行オンライン網の維持・管理にとどまらず，

ATMやCMSネットワークを通じての顧客

サービス，金融情報提供に至るまで行なってい

る。

これとは別の顕著な傾向として，企業間の決

済データが，金融機関を介さず，直接行なわれ

る，いわゆるノンバンク (non-bank)系のペイ

メント・システムを形成する動きがある。現在

のところ，小口小切手の個人取引の決済システ

ムの手数料負担や面倒さを回避するための措置

として考えられているが，将来的には業界の相

殺決済を VANを介して行なう可能性も論じら

れている。

また，これらのシステムの表面には出てこな

いが，顧客の信用情報についても，確実にネッ

トワークを介してやりとりや蓄積が行なわれて
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おり，単に，金融情報のみではなく，個人の人

格やプライバシーに関する情報を含んでいるこ

とに留意する必要がある。

3. 3. 金融情報システム形成と情報通信

金融情報システムにおける DC事業の規制緩

和，あるいは金融業の DC分野への進出の規制

については，さまざまな視点からの分析と評価

が可能である。しかし， 3.1. で分析したよう

に，これは大きく分けて，金融業内部における

ペイメントシステムおよび顧客情報サービス，

金融業以外の分野（例えば卸売業）で独自に形

成される，いわゆるノンバンク系のペイメント

システムのあり方に整理できるであろう。以下

では，これらの点について，日本と米国におけ

る現状や考策の違いに注目しながら， DC化が

金融情報システム形成へ及ぼす影響を概括する。

日本と米国における金融情報ネットワーク形

成の経過の詳細は省略するが，以下のように整

理できるであろう。まず，日本に関しては自行

のオンライン・システムの拡充を昭和40年頃か

ら開始し，昭和50年頃から始まった全科目を包

含した第 2次オンライン，更に昭和60年頃から

の新商品サービス，企業など顧客情報提供を加

えた第 3次オンラインの時代へと進んできてい

る点である。共用 CMSについても昭和58年の

公衆電気通信法の改正以降，急速な進展を見せ

ている。これに対し米国では，金融機関とは独

立した情報サービス業者の基盤がまず築かれ，

これらの行なうサービスを前提として金融機関

は種々の DC利用業務を拡大していったという

形をとっている。特に， AT&Tの分割や DC事

実の規制緩和にあたって取られている基本的立

場として，公衆回線事業者（コモンキャリア）

は回線提供に余んじるべきであって，情報処理

やDC分野へ進出することは許されない点があ

第 54巻第 1・2号

る。従って，第 3者機関が金融情報ネットワー

クを運用する条件は十分に整のっていたと言え

る。

これから 1つ得られる視点としては，金融業

から見た場合，自社ネットワークの形成によっ

て改善をはかることのできた日本では NTTの

提供する回線の質と価格さえ安定化していれば

十分であり，米国では自社の情報システム自体

を第 3者に依存せざるを得なかったため，回線

の質のみでなく， VAN業者の成長をも必要と

したということが言えるであろう。日本の銀行

の行内業務は米国に比べかなりコンピュータ化

され進展しているという指摘は多くあり，今回

のDC事業の自由化によって許可されて VAN

事業についても，当面大きなメリットと感じな

いのではないかという議論も多い。事実，日本

の場合には VAN業者に期待されているものは

回線のリセールと業界データベースである。

しかし，この視点をもとに推測を行なうなら，

金融業者が自社，業界を越えて外部と提携を行

なうには，第 3者機関の運営する VAN事業を

必要とすると言える。具体例として，現在，地

方銀行と都市銀行の CD相互乗入れが一部地域

で検討されているが，このためには独立したコ

ンピュータセンターの設立が含まれている。こ

れが特定の大手銀行の自営 INSネットを利用

するのか，共同 VANセンターとなるのかは不

明であるが，少くとも独立した企業の間の情報

交換であることを考えると後者が取られるべき

ということになろう。また，金融業以外では流

通業界において共同 VANの本格運用を望む声

が多いのも，これを同様の理由と言えるであろ

う。業界内部の取り引き量の増大，注文納入な

どの情報交換の活発化，あるいは決済期間の短

縮化の要求などの要因が， DC事業そのものの
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表 7 米国における主な情報通信処理サービス業者と金融関連業務

サービス提供業者 サービス名 発足年次 サービス内容 地域 ノード数

0タイム・シェアリングサービス

Tymnet Inc. Tymnet 1977 0プロトコル変換 40ケ国 1000ノード

0電子メール・データ変換

0プロトコル変換
290 

GTE Telenet 1975 0データベースサービス（医療，金融） 50ケ国
交換局

0電子メール

GEISCO 
0タイム・シェアリングサービス

28ケ国

(GE系）
Mark-Net 1984 0パケット交換・電子メール

750都市
600都市

0企業間の決済， CMS,ACHネットワーク

0情報処理サービス

ADP AUTONET 1982 0データベースサービス（金融商品） 35ケ国 280都市

oATM, CMSネットワーク

Computer 
CNS 1982 

0情報処理サービス
42ケ国 300ノード

Network Service 0プロトコル変換

0エレクトロニクス・バンキング

NDC 1967 oCMSネットワーク 3ケ国

0データベースサービス（企業財務情報）

TRW DATALINK 
0データベースサービス（個人信用情報）

米国 200都市
0情報処理サービス

AT&T Net/1000 1983 
0データ変換業務

米国 13ノード
0情報処理サービス（アプリケーション）

0情報処理サービス

IBM IN 1982 0データベースサービス 米国 13ノード

0業務用アプリケーションソフトの提供

より一層の自由化を要求してきていると言える

であろう。

4. 金融情報ネットワーク構成の問題点

もちろんこれは政府による規則の問題を考慮

すべき問題であり，規則により安定性を確保す

るという日本の立場と，自由化により効率を上

げるという米国の，企業活動そのものに対する

日米の規制緩和政策のあり方にかかわってくる。

しかしその根本には金融業界のあり方そのもの

に大きくかかわっている点を重視すべきであろ

う。

4. 1. ペイメント・システムと安定性

DC技術の進展や一般的な規制緩和の動きの

中で米国においては極めて効率的なペイメン

ト・システムの構築がはかられている。しかし，

一方ではシステムに参加したメンバーの支払悪

化による連鎖的な破たんを防止するため，新た

な概念による規制が必要であるとの見解も出さ

れはじめている。

この安定性についての見解については，大別

して 2通りあり，第 1はシステムのハード的・

ソフト的安定性であり，第 2はいわゆる信用創

造に関することである 11)12)。第 2点目について
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は後述し，ここではシステム構成上の問題点に

ついて整理しておく。

システムのハードウェア的全性についてはコ

ンピュータシステム， DC網を考える場合の基

本となる。電子装置の信頼性向上に伴なって，

システムダウンの回数など装置そのものやソフ

トウェアに起因する障害は，最近急速に改善さ

れている（表 8)。しかし，システムの障害はそ

の発生確率が低下したからと言って，その程度

に応じて設備を節減できるものではない。従っ

て，オフィスの書類をすべて磁気化するという

ペーパーレスの環境においても，バックアップ

用の書類保管は必要となっている。

金融情報システムの中央コンピュータは，通

常，最新機が投入され，デュプレックス（双頭）

システム化により中央部の保全性は著しく向上

しているが， DC回線についてはコストの関連

で2重化されていない場合が多い。広域ネット

ワークの多くが回線の障害時に迂回などの手段

によって回避する手段が講じられているのに比

ベ，ビル内，あるいはビル内から外へ出る回線

は1系統であることが多い。ペイメント・シス

テムあるいはそれに関連したシステムの多くが

オンライン DC網を介して行なわれていること

を考えると，安定的運用を追求することは当然

であるが，情報保険の整備・拡充やその根拠や

責任範囲を法的に明確にしていく必要がある。

第 54巻第 1・2号

これと並んで重要なことは， DC網を介して

システムに参加している個々の主体の責任性の

問題があげられる。 1987年10月の米国，日本に

おける株価の大暴落の 1つの要因として株のプ

ログラム取引きが指摘され，その後， 1定限度

をこえてプログラム取引きは禁止される措置が

取られるようになった。企業の利益追求の立場

からは，多少のリスクを前提としながら高いリ

ターンを期待することになるが，今日のように

DC網を介して極めて迅速に，また広域的に金

融情報が流れるという事態のもとでは， 1企業

の道義的責任だけでは解決できない問題であり，

何らかのルールや米国の EFT法のような立法

措置が必要となる。

このルールに関しては決済の手段や手順，場

所や時間といった細かな点を含むことは当然で

あるが， FED法のレギュレーション Jのような

金額制限，証明・誤り訂正のフォーマット，不

測の事態に対する介入権，手法といったような

点が重要な柱となろう。これは一面では規制を

強化することにより容易に達成されることでは

あるが，ペイメント・システムのメリットは，

安全かつ簡便ということであり，その特質が失

なわれる結果となることは好ましいとは見られ

ていない。事実，米国の Bankwire, Cash wire 

が業務停止に至った経過を見ると，大手決済

ネットワーク Fedwireとの接続や，決済事務

表 8 コンピュータシステムの平均 MTBF (h: 時間， m:分）

システム規模 平均 MTBF 業 種 平均 MTBF

5千万円未満 1572 h 20 m 金 融 1821 h50 m 

5千万円,...__, 1億円未満 1513 h 18 m 証券・商品取引 1933h 15 m 

1億円"-'10億円未満 1744 h 44 m 生命保険 2012 h34 m 

10億円,.....,30億円未満 1792 h 46m 電カ・ガス 1710h32m 

30億円,...__,50億円未満 1940 h 33 m 放 送 2088 h 08 m 

50億円--....,100億円未満 1584 h 55 m 情報処理 2398 h 53 m 

100億円～ 2085 h45 m 医 療 3013 h 00 m 

出所：「コンピュータ白書 1986」
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そのものの簡便さの欠除が大きな部分を占めて

いる。

4. 2. データ管理とプライバシー保護

DC分野の進展とコンピュータによるデータ

管理の一般化により，個人のプライバシー保護

の問題が重要視されている。その法体系的な位

置づけについては， OECDの5原則など，かな

り整備されたものになってきている。また，そ

の規制の対象とするデータについても，コン

ピュータ内部の磁気データに限らず，マニュア

ル処理のデータにまで範囲を拡大する動きにあ

る。ただし，日本については欧米先進国や北欧

諸国がかなり以前からプライバシー保護法を立

法化しているのに対し，ょうやく法案提出に

至っている状況である 13)0

プライバシー保護の今日的な基本理念は，周

知のように「情報に対するコントロール（制御）

権」であり，データ蓄積を行なうシステムや項

目の公示の他に，個人からの開示請求権，訂正

権の保証，目的外使用の禁止，収集の制限など，

個人の積極的な関与を基本としている。個人

データの流れについては，公的部門，民間部門

の間で，公→民，民→公，民→民，公→公の 4

つのパターンが考えられるが，金融情報ネット

ワークの場合には，特に民→民，公→民の流れ

が対象となる。具体的には

(1) 顧客の預金状況。

(2) 顧客の金融商品の選択指向。

(3) 貸し出し金の返済状況。

といったものは民間企業によって把握されると

同時に，共同 VANを通じて民→民の形で流出

されることにより，個人の信用情報としても利

用される。一方，公→民についても

(4)地方自治体の市県民税など収納を銀行へ

委託する際に住民の所得額が銀行へ渡る。

(5)地方自治体が住民に交付・給付する経費

支出を銀行に委託する際に住民の家族状況の一

部が外部へ知れる。

(6)税の収納，滞納を合算することにより，

住民の財政状況，信用状況が銀行などでも把握

できる。

といったような，具体的な個人データの流れが

ある。もちろん，この他に住民基本台帳の閲覧

等の，直接的に金融情報とは関係ない情報につ

いても個人の動向を把握する目的で蓄積されて

いる。

プライバシー保護についての立法化，条例化

の努力やプライバシー侵害の生じない対策を講

じる必要性は言うまでもないことである。ここ

では， DC化の進展で新たな要因として加わっ

てきている点と，取られるべき対策について述

べる。

その第 1は分散処理との関連である。従来か

ら構成されるデータベースは中央の大型計算機

で集中管理されるものと考えられていたし，プ

ライバシー保護法もこれを前提にしていた。こ

れに対し今日では DC網を通じて入手したデー

タをローカル集積することも可能である。逆に，

個人のデータを特定の場所に集中化しないでも，

各所に分散されたデータ（これは必ずしも個人

データであると見なされない）を，アクセスの

段階で統合化して見ることも可能である。従っ

て， 1つのまとまったシステムとしての規則が

難かしくなる。米国では数年前からこの問題が

提起され，法律改正の動きもある。この問題に

関しては，システム公示の範囲を DC網を含め

たものへ拡大する，データの管理主体，管理責

任の範囲をより厳密にする，個人の開示請求の

範囲やルールを拡大するといったことに防止す

る方向が取られるべき手段であろう。
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第 2の問題は個人の不利益に対する損害賠償

制度である。ハッカー行為やデータ伝送誤まり

による損害や，システムダウン時の損害に対す

る補償を目的とした，いわゆる情報化保険が制

度化されつつあるが，個人の名誉やプライバ

シーが侵害された場合の賠償制度は，多くの国

では存在しない。地方自治体の条例など身近な

例をとっても，具体的条項はほとんどなく，審

議会へ申請し，措置を期待する形である。 DC網

での情報伝達の活発化は，よりこの危険性を増

大させる。これに対しては，すでに国や地方自

治体で補償する事例が一般化することを望む以

外にはない。また，情報化保険もより広範に提

供されるべきであろう。

4. 3. 情報通信と預金通貨に基づく信用創造

ペイメント・システムと関連して，今後金融

情報システムにおいて問題とならざるを得ない

こととして，銀行により代表される預金通貨を

基盤とした取引，決済のしくみが，どの程度保

持されるのか，あるいは預金通貨そのものの存

在の意義はどのようになるのかといった点があ

る。もちろん，信用創造とか貨幣論のレベルの

議論ではなく，プリペイカードやデビットカー

ドを含めた大きなネットワーク指向の中で，

種々の決済の仕組みが作られていくが， これが

社会的に与える影響といった点である。都市銀

行，信託銀行の一部においては ICカードを用

いたキャッシュレス・ショッピング，ファーム

バンキングの実験に入り，最終検討を行なって

いる。

LSIの高密度化は進み，現在16メガビット

RAMが商用化の目標とされていることに象徴

されるように，個人の金融取引き情報から病院

での診断費，診断項目までが 1枚のカードに入

る技術的基礎ができつつある。これは当然の傾

第 54巻第 1・2号

向としてコンピュータによる一括管理および，

DC網を介した利用ということを伴なってくる。

個人生活の上で現金や小切手という支払手段は

後退し，電子的な決算が，瞬時に，しかも広域

的，多量に行なわれるという結果となる。

個人のプライバシー保護と DC網の問題点，

金融機関とペイメントシステムの安定性という

前述した問題に加えて，決済とは何か，預金通

貨はその基本となる根拠を持ちつづけるのかと

いう問題点が生じてくる。銀行とノンバンクを

決定的に区別していた預金通貨を基軸とした決

済機能というものの存在意義が薄れてくる。こ

の事態に対する議論においては，それぞれの業

.. 界，、業態からの意見があるが，現在のところ，

一部で試行が行なわれているのが実情であり，

確固とした論拠を求める段階ではない。しかし，

この試行や，米国のコリガン・レポートでの「銀

行の特殊性 (AreBank Special)」の議論など

を見てもわかるように，取引決済勘定を提供す

ると同時に，預金準備を義務づけられており，

これが最終的に，社会的な「信用創造」を生む

という論理展開は基本となるであろう。また，

ワンディペイメント（請求した翌日の決済）と

いう画期的なサービスを提供している（株）関

西フェルマの見解としても，加盟店の相互信頼

と同時に銀行からの信用供与の重要性が指摘さ

れている。また，ノンバンク系の参入企業につ

いても預金保険機構や， 100%支払準備を求める

声も多い。

このような事例から結論づけるのは尚早であ

るが，ノンバンクによる新決済ネットワークの

出現は金融機関の機能や役割を低下させるもの

ではなく，むしろ，これを契機として金融業の

両構築をはかろうとするのが，今後取られる政

策となってくると言えるであろう。しかし，現
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状はこのような安定性を保証する方向ばかりで

はなく，投資信託や中期国債ファンドなどの，

直接的には預金準備とは見なされない（あるい

は元本保証のない）形態も出てきており，規制

と自由化にあたっての理論的根拠が，ますます

求められることになるであろう。

5. むす び

情報通信技術の進展が業界の動向に与える影

響を計量的に分析する手がかりとして，金融情

報ネットワークの形成をとりあげ，その現状の

分析と問題について基本的な考察を行なってき

た。情報通信の分野と金融情報ネットワークは，

同じように政府による自由化と規制という制御

を受けながら進行していると同時に，一方での

技術改善やサービスの広がりが，他方への新た

なインパクトとして表われてきていることが整

理できた。

金融情報システムは，もともと銀行による信

用創造を背景とした厳格なものと見られがちで

あるが，現実にば情報通信技術の進展によって

ノンバンク系からの参入を受けており，ペイメ

ント・システムの総体的安定性をはかる上から

も新たに議論の整理が必要とされてきている。

本論文では金融システムそのものを議論する

ことが目的でないため，政府の金融政策そのも

のは考慮に入れていないが，規制と自由化とい

う大きな流れがある以上，今後のモデル化にあ

たっては，この点も考慮に入れる必要があろう。
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